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財団法人 日本野球連盟 
２００９年度 第２回定時理事会承認事項等 

 
財団法人日本野球連盟（会長 松田昌士）は１１月１１日、第２回定時理事会を開催、

２００４年度より取り組んできた社会人野球制度改革に関する最終報告並びに２０１０年

度事業計画案に盛り込まれる事業概要を承認した。 
 

１．社会人野球制度改革の概要 
  別紙「社会人野球制度改革概要」（以下、「改革概要」とする。）参照 
 

２．２０１０年度事業計画（案）に盛り込まれる新事業概要等 
（１）第８１回都市対抗野球大会（改革概要Ｐ７～Ｐ８参照） 

・優勝チームは次年度の大会に推薦出場とする。              
現行の優勝チームの予選地区の代表数の１増は廃止する。 

・補強選手数を現行の５名から３名とする。 
 
（２）日本選手権対象ＪＡＢＡ大会（改革概要Ｐ１０～Ｐ１２参照） 

・ 対象大会数を９大会から１１大会へ 
（日立市長杯、べーブルース杯を新たに追加） 

・ 大会方式の統一 
・ 出場チーム推薦規準の制定 
・ 参加料の上限の引き上げ 
・ チーム及び個人成績の整備 

 
（３）第３７回社会人野球日本選手権大会（改革概要Ｐ１７～Ｐ２１参照） 

①１回戦分割は４会場とする。（関東、東海、近畿、中国） 
②日程   １回戦        １０月３０日（土）～３１日（日） 

    ２回戦から決勝戦   １１月 ９日（火）～１４日（日） 
③予選地区代表枠の変更 

各大会優勝枠  １３（都市対抗、クラブ選手権、ＪＡＢＡ大会１１） 
地区最終予選枠 １９（北海道１、東北１、北信越１、関東４、東海３、 

近畿４、中国２、四国１、九州２） 
④１回戦分割開催施行に伴い、実行委員会を再編する。 
⑤新実行委員会において詳細を協議する。 

 
 （４）第３５回全日本クラブ野球選手権大会（改革概要Ｐ１３～Ｐ１５参照） 

①同一企業所属選手の試合出場登録（ベンチ入り）１０名以内の制限を撤廃 
  社会人野球日本選手権大会の代表権が与えられることから、ベストメンバー

で試合をする必要性が高まったこと。近年、本大会における技術レベルが向

上し、また、チーム間の格差も縮まってきていることから、本規定を大会要

項から削除する。 
②クラブ選手権に出場せず日本選手権最終予選にエントリーするクラブチーム

は事前申請とする。 
③事前申請により専門学校チームの出場を認める。ただし、日本選手権最終予選

には出場できない。 
④クラブ選手権の本大会に出場したチームについては、所属する地区連盟の取り

決めにより、日本選手権最終予選への出場を認める。 

http://www.jaba.or.jp/gaiyou/gijiroku/houkoku/2009/seidokaikaku_1111.ppt


 
（５）第４回各クラブカップ大会（東、中、西）（改革概要Ｐ１３～Ｐ１５参照） 

①２０１０年度より再開。 
②クラブ選手権本大会代表チームは出場しない。 
③各ブロックの出場エリアは従来どおり。 

 
 （６）研修事業（改革概要Ｐ２３参照） 

①競技力向上事業 
競技力向上委員会において協議し、指導者研修会、新人研修会、ストレング

スコーチ研修会を企画運営する。 
②審判講習会・公式記録員実地研修会 

規則・審判委員会において協議し、企画運営する。 
 
（７）表彰事業（新規）（改革概要Ｐ２４参照） 

①年間表彰式（ベストナイン他） 
②表彰規程による表彰事業の活性化 

本制度改革により、チームや個人の成績を整備されることを受けて日本野球

連盟としての年間表彰式を新たに主催することとし、併せて、表彰規程に基

づく表彰事業の活性化を図る。ただし、現行では、長年にわたりスポーツニ

ッポン新聞社主催により社会人野球ベストナイン表彰式が実施されてきた

功績も加味し共同開催の方向で協議する。 
 
（８） 広報活動事業 

①日本野球連盟報の制作 
②グランドスラムの制作協力 
③公式ホームページの運営 
④新規メディアの開拓（ラジオ、テレビなど） 
 

（９）その他 
各地区連盟及び各加盟地方団体事業補助の実施継続 

 
３．寄附金、協賛金の開拓 
   本制度改革の充実化を図るため、法人並びに個人からの寄附金協賛金増を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


